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理者は運営理念をよく理解されており、熱意を持つて実現に向けた取り組みがなされている。職員への指導も適切に行
ており日常業務に活かされている。今後も理念の啓蒙コ啓発活動への熱意ある取り組みに期待できるホームである。
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的な生 活 環 境 つくり 4 0

の 状 態 に含 わ せ た生 活 窒 問 つくり 6 0 0
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ホーム内は明るく家庭的で、親しみやすい雰囲気となつている。入居者の方のほとんどが日中リビングで過ごされており、

穏やかな笑顔が印象的であつた。本一ム内の要所(廊下'トイレ・浴室等)には手すりが設置され、入居者の移動先、利用

する場所に物を置かないなどの安全への配慮がなされている。温度調節・換気も適切に行われており、更に、トイレ・洗面
所・脱衣所には光触媒加工を施すなど、臭いに対する改善にも積極的に取り組まれている。ホームは、ホームの継続的取

り組みにより、安全、快適に過ごせる場所となつている。
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領 域 評価項目数
できている項
目数

改善が必婁
な項 目数

判断が不能

な項 目数

ケアマネツメント 7 1 0

ホーム内での
くらしの支援

の 基 本 の 実 行 0 0

日常 ! も̀D 1 0 1 0 0

【―ム 内 生 活 拡 充 支 草 2 0 0

[畳三J 支 0

地域での生活支援 1 1 0 0

家族との交流支援 1 0 0
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連絡事項・申し送り事項の職員への周知徹底、ケアサービスの情報共有の為に、朝礼後、職員のみでユニット別に10分

間のショートミーティングが行われている。その内容は簡潔にわかりやすくまとめられ、議事録として保管されている。記録
は、勤務交代時に聞覧が義務付けられ、勤務回―テーションでショートミーティングに参加できなかった職員へも周知され
ている。短時間であるが、課題提議から課題解決のための目標までが効率よく話し合われており、ホームのケアサービス

の向上に大きく貢献出来る会議システムであると言える。しかし、チームケアの課題解決B情報の周知を目的とする全体会

議については、開催時刻日会議時間等で、全員参加は難しく、改善策として、会議時間を30分 に決め、試行する取り組み

は行われているものの、現状では継続的な取り組みには至つていないとの事であつた。管理者と職員、職員相互の意見交

換の場となる全体ミーティングの重要性を管理者はよく理解されており、今後の検討に期待するところである。
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領 域 評価項 目数
で言ている項

目数

は 言 刀 跡` ☆

な項目数
判断がイヽ寵
な項 目数

の運営体 10 1 0

口相談口苦情 2 0

―ムと家族との交流 3 0 0

下
― ム と rE取 この 父 流 0
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運営理念をもとに、入居者への熱心な介護支援の取り組みがある。管理者は職員の受けるストレスに対し充分な認識が

あり、これの解消に努めている。職員と管理者の信頼関係は良好であることが、職員ヒヤリングでも確認できた。また、入
居者家族に対する情報提供、意見口要望の聞き取りは随時行われており、ホームヘの信頼は厚い。家族アンケートからも
「意見を聞いてもらえる」「何でも話が出来る」などの声が多くみられ、ホームの家族との交流支援は適切に行われている

事が伺われる。地域との交流支援に関しても、ホームを地域で孤立させないための取り組みが行われており、地域から、
理解,協力も得られている。今後とも積極的な支援・取り組みにの継続に大いに期待出来る。
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している。入居者の日常の様子は個人の介護記録に詳細に記録されており、家族訪問時に開覧も可能であり、回頭でも報告さ
ている。家族アンケートからも「様子がよくわかる」「安心できる」等の意見が多数寄せられ家族の満足度は高い。他にも、ホーム

日常支援`取り組みに対し、家族からの感謝の言葉は多く、ホームの日々の努力の賜物であると言えよう。

また、法人オーナー・管理者は、災害時には、ホームの広さ・機能を活かし、地域住民の受け入れ先になりうるべく、備品(毛布ロ

シーツ等)を用意するなどの取り組みを行つている。介護教室ロボランティア受け入れ等にとどまらず、違つた視点からホーム機能
地域還元を考えており、その取り組みを高く評価したい。

管理者の、ケアサービスの質の向上に対する熱意は高く、課題解決ロロ標達成への指導に当たつている。職員もこれをよく理解
て日常の業務に当たられる姿があつた。前回の外部調査での要改善項目も、ホームの運営の方向性に合わせた改善がなされ

おり、サービスの質の向上に対するホームの前向きな姿勢が伺える。今後も同様の取り組みに大いに期待するところである。



I 運 営理念

1

管理者は、認知症対応型共同生活介護(以下「グループホームJという。)に関わる法

令の意義を理解しており、これを自らが所属するグループホーム(以下「ホーム」とい

う。)の運営上の方針や 目標等に具体化し、介護従業者に日常的に話している。

ホームの運営理 の説明文書及びホームの見やすいところに明示し、

つヽ、入居者及びその家族等に分かりやすく説明している。

及び契約書に分かりやすく示し、か

つ、入居者及びその家族等に説明し同意を得ている。

2

ホームの運営理念や役割が地域に理解されるよう、地域に対す

報に取り組んでいる。(ホームの説明会、ホーム使り等)

I 生 活空間づくり

が入りやすく、近隣の住民も訪ねや

いよう、玄関まわりや建物の周囲に、家庭的な雰囲気づくりの配慮をしている。(玄関ま

わりに草花を植える、親しみやすい表札をかける等)

的な雰囲気を有しており、調度や設備、物品や装飾も家庭的である。

空間の中に、人居者が一人になったり気のあった入居を同士で自由に過ごせる

うな居場所を確保している。

居室には、使↓W慣れた家具や生活用品、装飾品等が持ち込まれ、安心して過ごせる

場所となっている。

できている

入居者の身体機能の低下にあわせて、安全かつできるだけ自立した生活を送れる

にするための設備や工夫がある.(すべりiにめや要所への手すり等の設置、浴槽・便

座・流し台等の使い勝手の工夫、物干し等の高さの調節等)

員は、入居者
一

人ひとりがホーム内の が分かるかを把握しており、家庭的な雰
ことでの注乱を防ぐための工大をこらし囲気をこわさずに、場所の間違いや分からない

ている。(トイレや部屋の目印等)

が落ち着いて暮らせるように、音の大きさや光の強さに配慮している。(テレビ、

員の会話のトーン、照明の強度、まぶしさ、日射し等)

になる臭いや空気のよどみがないように、換気を適宜イfっている。また、冷暖房の!
度調節は、冷やし過ぎや暖め過ぎがないように適切に行つている。



計や暦を、日につくところに設世している。

染みの物品を用意し、本人の経験や状況に応じて

供している。(ほうき、たらい、裁縫道共、大工道具、図芸用品、趣味の品等)

回 ケアサービス

ジメント

アセスメントに基づいて、入居者主体の目標を立て、

えた具体的な介護計画を作成している。

計画を、すべての職員の気づきや意見を採り入れて作つており、すべての暇景カ

計画の内容を知ることができる仕組みを作つている。

介護計画に実施期間を明示して、その期間が終了する際に見直しを行うことは〈)とより、

状態変化に応じた随時の見直しを行つている。

日々の介護や介護計画に反映させるため、人居者
一人ひとりの特徴や変化を具体的

に記録している。

職員の申し送りや情報伝達を確実に行い、京要な点はすべての服 員に伝わる仕組み

を作っている。

こでの課題を解決するため、すべての職 員で、定期的に(緊チームとしてケアを行う11での諜題を解決するため、すべての暇 員で、定馴阿に(緊

急条件がある場合にはその都度)会議を開催し、活発に意見交換を行って合意を図っ

2ホ ーム内でのくらしの支

(1)介護の基本の実行

員は、常に入居者
一人ひとりの人 し、誇りやブライバシーを損ねるような百

葉かけや対応を行つていない。(入居者
一人ひとりの違いの尊重、さりげない介助、プラ

イベートな場所での礼儀、本人の返答能力に応じた質問方法、本人が思つている「現

実」を否定しない等)

はゆったりしており、やさしい雰囲気で接している。

入居者一人ひとりの生まれてからこれまでの生活歴、本人にとつて大切な経験や出来

事を知り、その人らしい暮らしや尊厳を支えるためにそれを活かしている,



0入 居者のペース(

〇

職員は、職員側の決まりや都合で業務を進めていく態度ではなく、人岸者が自由に自

分のペースを保ちながら暮らせるように支えている。

0入 属者の 自己決; の 表 出へ の

○
職員は、入居者一人ひとりが自分で決めたり希望を表したりすることを大切にし、それ

らを促す取組を日常的に行予つている。(選んでや)らう場面を作る、選ぶのを待つ年)

∩ 一 人rr t t「 ナヘ の 西ユ!

O
自立支援を図るために、入居者の「できるとと、できそうなことJについては、手やtlを

極力出さずに見守つたリー緒に行うようにしているレ(場面づくり、環境づくり等)

O身 体拘束のないケアの実母

○
身体拘束は行わないということをすべての暇真が正しく認識しており、身体拘束のな↓

ケアを実践している。

津弁か けない工 :

○

入居者の自由な暮らしを支え、入居者や家族等に心理的圧迫をや)たらさないよう、日

中は.玄関に鍵をかけなくてもすむような配慮をしている。やむを得ず鍵をかける場合
は、その根拠が明白で、その理由を家族に説明している。(外出の祭知、外出傾向の把

握、近所の理解・協力の促進等)

資食器を使つており、茶碗や湯呑み、箸等は、入岸者
一人ひとりが使↓W慣れた

ものにしている。

入居 者 一 人ひ とりの咀 噛 等 の ・下痢等の健康状態にあわせた調理

法としつつ、おいしそうな盛り付けの工大をしている。

入居者一人ひとりの摂取カロリーや水分摂取量、栄養バランスを、一日全体を通じて

おおよそ把握している。

)食事を一
緒に楽しんで食べながら、食べ方の混岳Lや食べこぼし

等に対するサポートをさりげなく行つている。

おむつをできる限り使用しないで済むように、人居者 一人ひとりのジト泄パターンを
し、トイレでのリト泄や排泄の自立に向けた支援を行つている。

の誘導・介助や確認、失禁の対応は、不安や差恥心、プライバシーに配慮して行

問帯、長さ、回教等)

、くつろいだ入浴ができるように支援している。(



エ

容 院 の 利 用 支 援

○
入居者一人ひとりの希望にあわせて、理美容院の利用を支援しているc(カット、パー

マ、染め、セット等)

0ブ ライドを大切にした堅容の支援

○
整容の乱れ、汚れ等に対し、プライドを大切にしてさりげなくカバーしている。(髭、着

衣、履き物、食ベヨゴし、日の周囲等)

オ 陣眠 ・休息

O安 眠の支援

O
入居者一人ひとりの睡眠のパターンを把握し、夜眠れない人岸者には、l Flの生活リ

ズムづくりを通した安眠策を取つている。

入居者が自分でお金を持つことの大切さを職員が分かつており、日常の金銭管理を

本人が行えるよう、入居者一人ひとりの希望や力量に応じて支援している.

ホーム内で入居 者
一

人 ひ とりが楽 しみ ことや 出誉 を見 い出せ るよう場 由づくり等 の

援を行っている。(テレビ番組、週刊誌、園芸、食器洗い、掃除、洗濯物たたみ、小動物
の世話、新聞取り等)

の変化や異常発生時に、気軽に相談できる医療関係者を確保している。(医帥、

歯科医師、保健師、看護師等)

早期退院のための話しあいや fっ ているn

年に最低1回は、健康診断や医帥の指導を受けられるように支援している。

ないホームは、健康診断を受けられる準備や体制を雑えている。

認知症の人の身体面 の患化、味 ド機能の

低下等)を理解し、買い物や散歩、調興、
向上するように取り組んでいる。

楽しみごと等の 「:常生活の中で自然に維持・

は、入居者同士のけんかやトラブルの原因を把握し、必要な場合にはその解消

に努め、当事者や他の入居者に不安や支障を生じさせないようにしている(

常的に支援している。
ク等)

出山1や炎症のチェツ

職員は、入店者が使用する楽の 日的や劇作用、用法や用量を水知しており、入村
一人ひとりが医師の指示どおりに服薬できるよう支援し、症状の変化を確認している。



0緊 魚時の手 当

○
入岩者のけが等の緊急時に、暇員は応急手当を行うことができる。(1ナが、骨竹、発

作、のど詰まり等)

50

O感 染症対策

○
感染症に対する予防や対応の取り決めがあり、実行している。(インフルエンザ、麻

熊、肝炎、MRSA等 )

で

入居者が、ホームの中だけで過ごさずに、積極的に近所に出かけて楽しめるような雰

囲気を作つている。(買い物、散歩、近隣訪問、集会参加等)

でき、訪問時は居心地よく過ごせるような雰囲気を作っている。(
やすい雰囲気、歓迎、関係再構築の支援、湯茶の白由利用、居室への宿泊のしやすさ

等〉

Ⅳ 運営体制

は、ケアサービスの質の向 itに熱意を持ち、それぞれの権限

や責任をふまえて、共に取り組んでいる。

の採用、運営方法、入居者の受入れや人店継続の可否については、職

員の意見を聞いている。

の確保ロ

入居者の状態や生活の流れを支援するために、これに即した職員の勤務ローテー

ションを組んでいる。

職真が、採用時、フォローアッブ等それぞれの段階に応じたhlt修を受講し、その

をすべての職員に周知している。

の業務上の悩みやストレスを解消する方策を採り入れている。(外部者と接する

会、職員相互の親雄、悩みの聴取、スーパーパィザーの導入等)



3 入 及び退居時の対応方針

ループホームに適した入居対象者であるか、十分に検討している。
険者証、診断書、入居中詩に至る経過、化活や対人関係、人席者・家族の希望等)

退居は、契約に基づくとともにその決定過程が明確である。また、入席者や家族に |ム
分な説明を行った上で、納得のいく退岸先に移れるように支援している。退居事例がな
い場合は、その体制がある。

ホーム内の清潔や衛生を保持している。(食品、布巾、包丁、まな版、冷蔵庫、洗

や洗斉」、刃物等の注意の必要な物品については、保管場所、管理方法等を明確に
取り決め、かつ、そのとおり1こ実行している。

けが、転倒、窒息、意識不明、行方不明等の緊急事態が発生した場合、事故報告を
まとめており、サービスの改善につなげている。(再発防止の話しあい、今後に活かす意
義づけ等)

5情 報の開示口提供

番 号 評 イ面 項 目 できている 改善が必要判断不能
じ調 全 手 の 訪 間 に 対 す る対 応

〇
ケド護相談員や言半価調査員等の訪問時には、情報を積極的に提供している。

への対|

64

O 喜付 の [

〇
相談や古情を受け入れるホームllllの窓日及び職員が明確であり、人肝者及び家族に

その利用の仕方を文書と口頭で繰り返し伝えている。

7ホ ーム

家族が、気がかりなことや、意見、希望を4設員に気軽に伝えたり相談したりできるよう
に、面会時の声かけ、定期的連絡隼を積極的に行っている。

家族に、入居者の暮らしぶりや 日常の様子を定期的、具体的に伝えている。(「たよりJ
の発行や行事ビデオの上映、写真の送付等)

が金銭の管理ができない場合には、その代脊方法を家族と相談の L定 めてお
り、家族に定期的にその出納を明らかにしている。

8ホ ーム の

市町村との連絡を密にとり、家族介護教室等の に受託 している。

びに来たり立ち寄つてくれたりするように取リネRんでいる。



|の
生活の安定や拡がりのために、周辺地域の諸施設から協力を得ることができ

るよう、理解を拡げる働きかけを行っている。(商店、福れに施設、警察、消防、文化教育
施設等)

入店 者 のケアに―ムの機能を、入店者のケアに自己慮しつつ地域に開放している。(予き知lEの理解や

関わり方についての相談対応・教室の開催、家族・ボランティア等の見学・研修の受人

※(1)「管理者」には、管理者不在の場合にこれを補佐する者を含む
(2)「職員」には、管理者及び非常勤職員を含む


